
主な内容
❶介護保険料
　令和３年度～５年度の介護保険料が決まりました。
※令和３年度確定の年間保険料額については、７月に通知書を送付します。
※介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう保険料の納付にご理解を
　お願いします。
❷利用者負担上限額
　負担上限額が４４，４００円であった方で、特に所得の高い方について、８月から段階ごとに上限額が
　変更します。

❸介護保険負担限度額認定証
　第３段階が細分化され食費の負担限度額が一部変更します。

世帯の前年合計所得による保険税の軽減（均等割額+平等割額）
　軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げるとともに、被
保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に
10万円を乗じて得た金額を加えるものです。

次の❶❷のいずれかに該当する場合、介護保険負担限度額認定証の対象にはなりません
現行
❶住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者
❷預貯金等が一定額（単身１，０００万円、夫婦２，０００万円）を超える

令和３年８月から
利用者負担段階に応じて預貯金等の基準が変更
❷第１段階　　預貯金等が単身１，０００万円、夫婦２，０００万円を超える場合
　第２段階　　預貯金等が単身　６５０万円、夫婦１，６５０万円を超える場合
　第３段階①　預貯金等が単身　５５０万円、夫婦１，５５０万円を超える場合
　第３段階②　預貯金等が単身　５００万円、夫婦１，５００万円を超える場合

食費の負担限度額の変更　令和３年８月から
第２段階　　短期入所サービス　３９０円→６００円
第３段階①　短期入所サービス　１，０００円（新設）

※１ 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得１４５万円以上の第１号被保険者（６５歳以上の方）がいて、その世帯の第１号被保険者の方の収入が　
　    単身世帯３８３万円以上、２人以上の世帯５２０万円以上の方

介護保険制度が改正されます介護保険制度が改正されますみんなで支える介護保険

問合せ先　役場　民生課　内線187・１５８

❷が細分化

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉受給者、
生活保護の受給者
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税
年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下の人
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋
課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円超１２０万
円以下の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金
の受給者、生活保護の受給者
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋
課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担
段階第２段階以外の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋
課税年金収入額＋非課税年金収入額が１２０万円超の人
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現行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和３年8月利用分から

据え置き

細分化
現役並み所得者※1

一 般 
住民税非課税等
生活保護受給者等

44,４00円

44,４00円
24,600円
15,000円

現行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和３年8月利用分から
所得区分 上限額

年収約1,160万円～
年収約770万円～1,160万円
年収約383万円～770万円

一 般 
住民税非課税等
生活保護受給者等

140，100円
93，000円
44，400円
44，400円
24，600円
15，000円

所得区分 上限額

　今後も皆さんに安心して医療機関を受診していただくために、次のとおり令和３年度の国保税率を
改正することになりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　また、決定した保険税額については、7月に通知書を送付します。

※固定資産税に基づく資産割は、次の理由により数年かけて廃止することになりました。
　 ・ 収益を生まない居住用資産などにも課税されていること。
　 ・ 所得がない方にも課税されるため、低所得者層の負担となっていること。
　 ・ 協会けんぽ、後期高齢者医療保険など、他の医療保険にはないこと。
※これまで資産割としてお願いしていた分は、所得割・均等割・平等割に分散して、皆さんにご負担をお願いします。

国民健康保険税の税率等を改正します国民健康保険税の税率等を改正します

問合せ先　役場　保険医療課　内線１７０

所得割額

資産割額

均等割額
（1人当たり）

平等割額
（1世帯当たり）

賦課限度額 

改正前

5.9％

18.0%

27,100円

22,100円

630,000円

改正後

5.9%

9.0%

27,100円

22,100円

630,000円

改正前

1.7％

4.0%

8,200円

6,000円

190,000円

改正後

1.7%

2.0%

8,200円

6,000円

190,000円

改正前

1.6%

4.0%

10,900円

5,600円

170,000円

改正後

1.6%

2.0%

10,900円

5,600円

170,000円

資産割額を減額します

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
（40～64歳）

第３段階②　施設サービス　　　１，３６０円（新設）
　　　　　  短期入所サービス　１，３００円（新設）

軽減割合 改正内容

7割軽減

5割軽減

2割軽減

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

33万円以下の世帯

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

33万円＋（28.5万円×被保険者数）以下の世帯

43万円＋（28.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

33万円＋（52万円×被保険者数）以下の世帯

43万円＋（52万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

区分
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